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      第１章 計画策定の趣旨 

 

 １ 計画策定の背景  

  国は、子どもの読書活動について国を挙げて支援するため、平成１２年を「子ども読

書年」と定め、平成１３年１２月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」が施行さ

れ、その中で子どもの読書活動の推進に関する国及び地方公共団体の責務を明記し、施

策を総合的かつ計画的に推進することにしました。 

   この法律に基づき、平成１４年８月に「子どもの読書活動に関する基本的な計画」（第

一次基本計画）が策定され、平成２０年３月には第二次基本計画、平成２５年５月には

第三次基本計画、平成３０年４月には第四次基本計画が策定されています。 

   愛媛県では、平成１６年３月に「愛媛県子ども読書活動推進計画」（第一次計画）、平

成２１年３月には第二次計画、平成２６年３月には第三次計画、平成３１年３月には第

四次計画を策定し、子どもの読書活動の推進を図っています。 

新居浜市では、平成２７年度、学校図書館支援センターが設置され、子どもの読書活 

動について取り組むべき基本的な方向を定めるため、「第五次長期総合計画」や毎年作

成する「教育委員会取組方針」に基づき、平成２８年３月に「新居浜市子ども読書活動

推進計画」を策定して読書活動を推進してきました。 

子どもの読書活動の推進に関する法律が施行され現在に至るまでに、社会構造は目ま 

ぐるしく急速に変化し、子どもたちには様々な情報を見極め新たな価値につなげていく 

ことや、複雑な状況変化の中で目的を再構築できるようにする力が求められるようにな 

りました。一方でＩＣＴを利用する時間が増加傾向にあり、あらゆる分野の多様な情報 

に触れることがますます容易になってきており、視覚的な情報と言葉の結びつきが希薄 

になり、知覚した情報の意味を吟味したり、文章の構造や内容を的確に捉えたりしなが 

ら読み解くことが少なくなっているのではないかとの指摘もあります。このような状況 

下であるからこそ、読書活動は精査した情報を基に自分の考えを形成し表現するなどの 

「新しい時代に必要となる資質・能力」を育むことに資するという点からもますますそ 

の重要性が高まっていると考えられます。 

第一次計画期間満了に伴い、「第六次長期総合計画」の理念を踏まえ、「教育委員会取

組方針」に基づき、ＳＤＧｓ達成に向けた誰ひとり取り残さない教育を目指して、目標

を「読書を通じた、ＳＤＧｓ達成を目指して未来を拓く、心豊かでたくましい子どもの

育成」とし、子どもの読書活動をより一層推進するために第二次計画を策定します。 
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 ２ 計画の目標   

  この計画は、新居浜市のすべての子どもたちがあらゆる機会と場所において、自主的 

に読書活動を行うことができることを目的としています。  

第二次推進計画においては、更なる子どもの読書活動の推進に向け、次の目標を掲げ、 

継続的に進捗状況を把握し、達成度を確認して、必要に応じて計画の見直しや調整を行

っていきます。 

 

（１）不読率０％を目指します。 

    （１か月間の読書冊数が 0 冊という子どもを減らします。） 

→※この割合を不読率といいます 

   【現状と対策】 

県や全国と比較すると高水準とはいえ、中学生の不読率が高い。積極的に朝読 

書を行ったり、小学校の学校司書と連携したりする等の取組を推進する。 

H27 H28 H29 H30 R元 R2 目標

小学２年生 2.5% 4.9% 3.8% 2.0% 2.2% 2.7% 0%

小学５年生 1.9% 3.7% 3.6% 7.2% 1.2% 1.7% 0%

中学２年生 2.2% 5.0% 3.7% 2.7% 6.9% 6.0% 0%
 

         新居浜市子ども読書アンケート調査（平成 27 年～令和 2 年 8 月） 

愛媛県 小学校下学年  4.9％ 小学校上学年 1.7％ 中学生   6.7％ 

                   （平成 30年 7月調査）  

      全 国 小学生 5.6％、中学生 15.0％ 高校生 50.4％ 

（平成 29 年調査）

（２）子どもの読書量を増やします。 

（子どもの１か月あたりの平均読書冊数を増やします。） 

    【現状と対策】 

冊数での比較は、読む本のページ数に違いが大きく、一概には言えないが、小 

学校２年生は目標値をクリアしているため、１６冊から２１冊に目標値を改訂 

した。学校での時間確保には限界があるため、家庭への啓発を積極的に行う。 

新居浜市子ども読書アンケート調査（平成 27年～令和 2年 8月） 

愛媛県 小学校下学年  9.5冊 小学校上学年 12.8冊  中学生 4.6冊       

（平成 30年 7月調査）  

H27 H28 H29 H30 R元 R2 目標

小学２年生 16冊 21冊19.3冊 20.6冊23.8冊17.7冊 16冊

小学５年生 8.1冊 9冊10.3冊 7.9冊10.3冊 11.6冊 13冊

中学２年生 4.4冊 3.9冊 3.6冊 4.3冊 3.0冊 4.6冊 7冊
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（３）学校の授業時間以外に、普段（月～金曜日）、一日当たりの
読書時間を増やします。 

  （一日 10 分以上、読書をする子どもを増やします。） 

【現状と対策】 

部活動や学習に多くの時間が割かれる中学生にとって、読書時間を確保するこ

とが難しい現状であるが、県や全国と比較すると、新居浜市の子どもたちは読

書に親しんでいることが分かる。目標値達成に向けて、まずは朝読書１０分か

ら読書習慣の確立を目指す。 

H27 H28 H29 H30 R元 目標

小学６年生 61.1% 65.0% 62.0% 61.3% 68.4% 70%

中学３年生 60.7% 55.6% 56.9% 59.9% 58.0% 62%
 

愛媛県 小学 6年生 69.0％、中学 3年生 52.9％ 

    全 国 小学 6年生 65.7％、中学 3年生 50.4％      

令和元年度全国学力・学習状況調査（文部科学省） 

 
（４）学校図書館を利用する子どもを増やします。 

  （休み時間などに学校図書館を利用する子どもを増やします。） 

  【現状と対策】 

令和２年度に関しては、新型コロナウイルス感染症対策により、学校図書館の 

活用が制限された可能性もある。新しい生活様式の中で、学校図書館を利用し 

やすく有意義な場所とするために、学校司書と連携し合った取組を推進してい 

く。中学校では委員会活動を活性化させ、読書活動の充実を図る。  

H27 H28 H29 H30 R元 R2 目標

小学２年生 79.5% 71.3% 68.8% 61.4% 53.6% 48.6% 90%

小学５年生 69.7% 63.0% 60.4% 62.2% 54.2% 62.9% 80%

中学２年生 34.8% 23.7% 32.6% 32.1% 25.9% 22.3% 45%
 

      新居浜市子ども読書アンケート調査（平成 27 年 8 月～令和 2 年 8 月）  

愛媛県 小学校下学年  86％ 小学校上学年 78％   中学生  43％ 

（学級文庫を含む）                                 （平成 30年 7月調査）  

 

※参照 新居浜市子ども読書アンケート調査項目 

Ｑ１ 〇月に本を何冊読みましたか。 

Ｑ２ あなたは、学校図書館に行きますか。（昼休みの読書・貸出し等） 

 ３ 計画の期間  

この計画の期間は、令和３年度（２０２１年度）から令和７年度（２０２５年度）ま

でのおおむね５年間とします。 
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第２章 子どもの読書活動推進のための取組 

 

１ 家庭における子どもの読書活動の推進  

   子どもの成長には、読書が大切な役割を果たします。家庭では、保護者が子どもの

成長に合わせて読み聞かせを行ったり、周りに豊かな本があり、読書の楽しさを体験

できる機会を工夫したりするなど、本に親しむ環境をつくることが必要です。 

   ブックスタートでプレゼントされた絵本との出会いにより、家庭ですぐに絵本を楽

しみ、心ふれあう時間をもつことができます。特に乳幼児期のこどもは、一日の大半

を家庭で過ごすため、保護者により読み聞かせが主となり、子どもの読書習慣を形成

する大切な時期となります。 

   また、市立図書館や地域にある身近な施設を利用し、親子で「おはなし会」等、子

ども向けイベントに参加し、読書のきっかけとなるような過ごし方も大切です。   

    

２ 地域における子どもの読書活動の推進  

（１）市立図書館 

    市立図書館は子どもの読書活動の推進拠点として、子どもたちが本に出会い読書

を楽しめる場所として環境整備を行い、読書意欲を向上させる活動を推進していき

ます。 

 

① 読書環境の整備・充実 

      子どもたちや子どもと関係のある大人たちのために魅力ある本棚づくりを心

掛け、選書から利用促進につなげます。 

      図書館内でのテーマ展示やロビー展により、利用を促進します。 

      図書館から遠くて利用できにくい人たちに読書の機会をもってもらえるよう

移動図書館が市内を巡回して図書の貸出サービスを実施し、利用の拡大を目指

します。  

      出前講座（おはなし会や図書館利用案内）の依頼や児童の読書相談に応える

ことのできる専門的なサービスを行う司書の配置が重要です。 

また、中高生の利用を促進するために、ヤングアダルトコーナーを充実させ

ます。 

 

② 読書活動の推進 

保健センターの５か月児健康相談において、絵本を手渡すブックスタート事
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業により、乳幼児からの絵本を通じた親子のふれあいを応援します。 

ボランティアと協力しながら、絵本の読み聞かせや紙芝居、パネルシアター

等による定期的な「おはなし会」を実施し、読書の楽しさを伝え、本に親しむ

環境づくりに努めます。 

       幼稚園・保育園・放課後児童クラブ等への出前おはなし会の実施や本の団体

貸出により、子どもの発達に応じて良い本と出会えるように支援します。 

      子どもに読書の楽しさを味わってもらうため、子どもや親子向けのイベント

を積極的に開催します。 

              

      

ブックスタート 

                                       

 

おはなし会 

 

    

    

           

               

 

 

 

 

 

 

  

 

（２）児童センター 

   図書コーナーの充実を促進するとともに、市立図書館やボランティアの協力により、

乳幼児や児童、保護者も一緒に楽しめる読み聞かせ等の催し物を実施し、読書機会の

拡大に努めます。 

   移動図書館を利用し、読書を楽しめる機会を増やします。 

 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 目 標 

ブックスタート配布率（％） 98.8 95.9 98.3 97.9 99.6 99.9 

貸出者数割合 0～18 歳（％） 26 26 28 27 27 30 

定例おはなし会参加者（人） 1990 1965 1886 1908 1637 2100 

※ブックスタート 

乳児健診などの機会に、すべての 

あかちゃんと保護者にメッセージを 

伝えながら、絵本を手渡す運動のこと。 
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 （３）公民館・交流センター 

   各公民館・交流センターの図書コーナーの整備に努めます。 

各公民館・交流センターで実施している地域教育力向上プロジェクト推進事業の家

庭教育講座や子育て支援講座において、読書の仲間づくりや読書活動の充実を図りま

す。 

   公民館報等において、移動図書館の巡回予定日や催し物の情報提供に努めます。 

 

（４）放課後児童クラブ・放課後まなび塾・放課後子ども教室 

   学習や遊びの中で本とふれあい、読書に親しむ環境をつくっていきます。学校図書

館や市立図書館の団体貸出等を利用して図書コーナーの充実を図ることも必要です。 

   今後も、各学校や地域の実情に応じて長期休業中に放課後児童クラブで学校図書館

を利用した読書の時間を設けたり、市立図書館や読み聞かせボランティア等の協力を

得ながら、読書行事を実施したりするなど、市立図書館、学校と連携して読書環境の

充実に努めます。 

 

 

        ボランティアによる「おはなし会」（放課後児童クラブ） 
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３ 学校等における子どもの読書活動の推進  

（１） 学校 

   市内の小中学校では、子どもたちの成長に応じた読書活動の充実を図っていきます。

また、読書の楽しさを味わい、読書が習慣となるように本への興味を育てる取組を充

実させます。さらに、図書館活用教育により、思考力・判断力・表現力などが育ち「生

きる力」を形成する環境を作ります。 

   また、高等学校においては、様々な教育活動を通じて生徒の主体的、意欲的な読書

活動を充実させることが大切です。 

 

① 読書活動の取組 

   朝の一斉読書や読み聞かせ等の読書機会を充実させ、読書活動の習慣化につ 

ながるよう取り組みます。 

      ボランティアや保護者による読み聞かせや高学年による低学年への読み聞か 

せ等、子どもが本に興味をもつ工夫も有効です。また、子どもの興味に合った 

本や、季節行事の本等、ニーズに合ったものを選定したり、様々な分野の本を 

紹介したりして、興味の幅を広げる取組により、読書活動の啓発を行います。 

 

② 学校図書館の運営 

子どもたちの主体的な学習活動や豊かな感性が育まれるよう学校図書館の読

書センター機能、学習センター機能、情報センター機能の強化を進めます。 

調べ学習や教科関連図書の計画的な収集や新刊の選定に努め、図書の充実を 

     図ります。また、学校司書が市立図書館と連携して、学習に必要な図書を児童

に十分提供できるように、市立図書館の団体貸出を利用していきます。 

      授業時や昼休み等、利用する時間帯のみ開館している学校がほとんどですが、 

     学校司書と各校の司書教諭との連携強化を図り、できるだけ自由に学校図書館

に出入りできる環境を整えることが必要です。 

今後、地域への学校図書館の開放についても、安全面やプライバシーの保護

などに配慮しながら検討を進め、各校の実情に応じて放課後児童クラブや放課

後まなび塾等の放課後対策事業でも活用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
担任と学校司書による図書館での授業の様子 
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③ 学校図書館支援センターの取組 

      平成２７年度から、学校図書館の様々な取組を支援する学校図書館支援セン

ターを教育委員会学校教育課内に設置し、小学校を中心に学校司書を派遣し、

次のような活動をします。 

 

    ア 学校図書館の管理 

       新刊の購入や新刊紹介コーナーの設置、図書の貸出返却、傷んだ本の修理

や廃棄本の処理等をします。学校図書館を利用する子どもたちが、気持ちよ

く読書ができるように支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                           

イ 学級担任と連携した授業支援 

   各教科と関連した学校図書館活用年間指導計画を作成し、学級担任と連携

して学校図書館を活用する授業支援を行います。学校司書による読み聞かせ

やブックトーク、国語科だけでなく社会科・理科・総合的な学習の時間の授

業等へも積極的に学習支援に関わります。 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ウ 子どもの読書への関心を高める工夫 

子どもの読書への関心を高める手立てとして、ブックトークやビブリオバ

トル等の手法を積極的に紹介したり、図書委員会に楽しいイベントやゲーム

のアドバイスをしたりして子どもたちの読書の幅を広げる活動を支援します。 

 

６年生国語「本は友達」の授業 ５年生国語「古典に親しもう」の授業 

新刊紹介コーナー 「お月見」季節行事の展示 
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エ 「学び方ノート」の作成と活用 

令和元年度に低・中・高学年別に「学び方ノート」を作成し、各小学校の

図書館で活用できるように児童数分配付しました。ワークシートとして活用

することで、児童の思考を深め表現力の育成に役立つと考えます。 

 

             

 

 

 

                

  

 

 

 

    オ 中学校との連携 

       各中学校に司書の担当を分担し、要望があれば中学校に出向き、図書館で

の業務の支援をするようにしています。中学校の図書館開放時間の確保の支

援も進めていきます。 

       平成３０年度には、中学校の要望により、夏季休業中に学校司書全員で図

書館の整理・整頓が行われました。今後も少しずつ整備を進めていきたいと

考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 幼稚園・保育所等 

乳幼児期から様々な絵本に出会うことにより、読書の楽しさを知ることができるた

め、身近に本と触れ合う機会を提供し、環境を整備することが必要です。 

 

① 絵本の読み聞かせや手遊び等のおはなし会の実施 

 幼稚園や保育所においては、絵本に親しみ、興味をもつような読み聞かせを

日常的に行っています。また、市立図書館への訪問、保護者による読み聞かせ、

移動図書館の利用等、幼児が読書を楽しめるような取組を推進します。 

整備前の図書館 整備後の図書館 

秋の展示コーナー 
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② 保護者へのはたらきかけ 

 幼稚園や保育所、市立図書館との連携を深め、子ども向けの催しものや読書

活動の情報交換を行っていきます。そして保護者に乳幼児期からの読み聞かせ

の大切さを伝え、絵本の紹介や図書の貸し出しを行い、家庭においても読書が

習慣化するよう、啓発・支援を行っていきます。   

 

４ 障がいのある子どもに対する読書活動の推進  

   さまざまな特性や障がいのある子どもたちが、読書の楽しさを実感できるよう、音

の出る絵本、大型絵本、さわる絵本、布の絵本等、子どもの状態に合わせて関わるこ

とのできる本や資料の収集に努めます。 

学校等では、読み聞かせや学校司書による特別支援学級の授業支援を行っていると

ころがあります。時節にまつわる本の紹介を行ったり、生活単元学習で必要な資料収

集の支援を行ったりして、子どもたちの学びにつながる一助となっています。 

   また、特別支援学校には、移動図書館が巡回し、図書館では出前お話会や図書館見

学も実施しています。 

図書館では、読書バリアフリー法の推進を図るため、点字絵本、ＬＬブック、大活

字本、録音図書など、更なる資料の充実に努めます。 

   今後も、それぞれの障がいに応じた読書指導や読書環境の整備を行う必要がありま

す。 

    

 

← 布絵本 

↓ 

 

 

 

 

５ 外国語を母国語とする子どもたちへの読書支援  

図書館では外国語を母国語とする子どもたちへの読書支援として、英語を中心とし

た外国語の図書の所蔵を充実させます。また英語のお話会なども実施し、多文化理解

を深めることに努めます。 
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   第３章 連携・協力体制の確立 

 

１ 図書館・学校の連携  

   多くの資料を所蔵している市立図書館は、学校と連携して、より効果的に読書活動

を推進します。 

（１） 学校図書館への支援  

・学校司書、司書教諭と図書館司書が連携し、図書の情報共有化などを図ります。 

 ・学校図書館の活性化のため、市立図書館との連携を強化します。 

 ・教科に対応する図書の収集・団体貸出を実施し、調べ学習の支援をします。 

 

（２）読書活動の充実 

・小学生への図書館利用案内・読み聞かせ等を行う図書館見学を実施します。 

・中高生の市立図書館での職場体験学習を促進します。 

・市内小中学校を移動図書館が巡回し、児童生徒が本に触れ合う機会を創出する 

とともに、読書促進につなげていきます。 

 

２ ボランティア等の育成・支援  

   地域で子どもの読書活動を推進する意識を高め、より効果的に読書推進を実施でき

るよう、市立図書館、学校、地域が連携してボランティアの育成や活動支援を進めま

す。 

（１） 読み聞かせ・学校支援ボランティアの育成・支援  

読み聞かせに積極的に取り組み、ボランティアに活躍の場を提供するとともに、ボ

ランティアの育成や研修を行うなど、小学校等、地域で活躍する読み聞かせボランテ

ィア等への協力・支援を行います。 

（２） 本の情報提供  

読み聞かせに向くブックリストの作成や新刊本等の情報提供を行います。 

 

３ 関係機関との連携  

   推進計画実施のため、関係機関が継続して情報交換を行い、連携しながら読書活動

の推進を図っていきます。 
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 第４章 子どもの読書活動の普及・啓発 

 

 

 各機関では広報やホームページを活用し、読書支援のための情報提供を行います。また、

子どもの読書活動に関わる催し物や講演会等を開催することにより、より多くの市民に読

書活動の意義を理解していただくための情報発信を行っていきます。 

 子どもたちが充実した読書体験が行えるよう、おすすめ本の普及・情報提供をしていき

ます。 

① 図書紹介 

年齢に応じた図書の展示やブックリストの配布を行います。（幼稚園・保育園・小中 

学校・図書館・地域子育て支援拠点等） 

② 広報 

ホームページ・市政だより等を利用し、おすすめ本の紹介や催し物等の情報発信を 

行います。（図書館等） 

③ 子ども読書の日 

子ども読書の日である４月２３日から夏休みまでのイベントとして「子ども読書通 

帳マラソン」を開催します。対象は幼児から中学３年生までで、たくさん本を読んだ 

上位入賞者には表彰を行い、読書への意欲を高めていきます。（図書館） 

④ 読書感想文コンクール・多読賞 

全国読書感想文コンクールに準じて新居浜市読書感想文コンクールを行います。最 

優秀作品は、県審査を経て全国審査に出品されます。そのほかに優秀作品、入選作品 

を選出、表彰したのち、読書感想文集を発刊し、入賞者に贈呈します。 

 また、小中学校ごとに、年間一番多く本を読んだ児童生徒へ「新居浜市多読賞」を授

与し、読書活動を推進しています。（小中学校） 

                               

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども向けイベント（図書館） おすすめ本コーナー（小学校） 
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○子どもの読書活動の推進に関する法律 

(平成十三年十二月十二日)   

(法律第百五十四号) 

子どもの読書活動の推進に関する法律をここに公布する。 

子どもの読書活動の推進に関する法律 

(目的) 

第一条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地

方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事

項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

(基本理念) 

第二条 子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、

言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生き

る力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子ど

もがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積

極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。 

(国の責務) 

第三条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活

動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

(地方公共団体の責務) 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情

を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

(事業者の努力) 

第五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読

書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとす

る。 

(保護者の役割) 

第六条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に

積極的な役割を果たすものとする。 

(関係機関等との連携強化) 

第七条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施され

るよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の

整備に努めるものとする。 

(子ども読書活動推進基本計画) 

第八条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」

という。)を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報
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告するとともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 

(都道府県子ども読書活動推進計画等) 

第九条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県

における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書

活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」とい

う。)を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定され

ているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本

とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市

町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読

書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動

推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画

の変更について準用する。 

(子ども読書の日) 

第十条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子ど

もが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、四月二十三日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め

なければならない。 

(財政上の措置等) 

第十一条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

附 則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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